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学校の授業中や休憩時間中などの学校管理下、および登下校中でのけがで病院を受診したお子様は、日本ス

ポーツ振興センター災害給付金制度の対象です。傷病に係る初診から治ゆまでの間の医療費総額が５００点以

上（５０００円以上）であれば申請することができます。申請される方は担任または保健室までご連絡ください。 

災害給付金の申請ができるのは、けがをした日から２年以内となっています。給付金額は【窓口負担分＋医療費

の１割】の額になります。子ども医療助成制度との併用も可能で、窓口負担が０円でも、総医療費の１割分が支給

されますのでお知りおきください。 

 

＊健康診断の結果について＊ 

 

４月、５月とたくさん健康診断が続いています。５月上旬より、随時結果のお知らせを配布させていただきます。学

校での健康診断は、お子様一人ひとりの発育や健康状態を把握するために行っており、病院などで受ける検査と

は違って「疾病の疑いがないか」を調べるものです。病院に行っても「異常なし」となる場合もあるとは思いますが、

「受診のおすすめ」が届きましたら、なるべく早くにご対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊１年生心電図検査結果は、和歌山市医師会より結果が届き次第、所見のあった方に配布いたします。 

＊尿検査結果は６月に全員へ配布いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊災害給付制度 スポーツ振興センターについて＊ 

 

 

別紙の「学校感染症一覧表」に掲載しております、学校感染症は学校保健安全法で定められており、出席停止と

なります。これらの病気の疑いがある場合は早めに受診し、感染症と診断されましたら学校にご連絡いただきますようお

願いいたします（「つながる連絡」での連絡でも構いません）。また、主治医の先生から登校許可が出た際は、医療機関

にて『学校感染症証明書』を記入してもらい、担任へ届けてください（医療機関によっては、文書料が発生する場合が

あり、料金は自己負担となることをご了承ください）。『学校感染症証明書』は本校ホームページよりダウンロードしてい

ただくこともできます。但し、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症の場合は、 

『学校感染症証明書』は不要です。記載の欠席届にご回答いただきますようご協力を 

お願いします。下記の URL、QRコードまたは、本校ホームページよりご回答ください。 

URL：https://forms.gle/n8USkWuU5AcXT8F2A 

 

＊学校感染症について＊ 

 

  ＊内科健診 受診が必要な人に配布します。 

＊歯科健診  全員に配布します。 

＊視力検査  １・２年生は「C・D」、３～６年生は「B・C・D」の人に配布します。 

            （メガネの使用で両目とも Aの場合の人には配布していません。） 

＊聴力検査・耳鼻科健診  受診が必要な人に配布します。 

＊眼科健診   受診が必要な人に配布します。 

＊色覚検査（４年生希望者のみの実施）   受検者全員に配布します。 

 


